
令和４ 年12 月末公表の文部科学省「 令和３ 年度　 公立学校教職員の人事行政状況調査」では、 精神疾患によ る 病気休職者数が

5 ,897 人と なり 過去最高になっ ただけでなく 、 精神疾患を 理由と し た１ カ 月以上の病気休暇取得者も 5 ,047 人に増え、 双方の合

計である 精神疾患によ る １ カ 月以上の長期療養者が10 ,9 44 人(全在職者比率1 .19% )と 初めて１ 万人を 超えたこ と を 報じ ま し

た。 更に、年代別の内訳をみる と 20 代、30 代で急増し ている こ と 、また、精神疾患によ る 休職発令時点での所属校勤務年数デー

タ では、 ６ カ 月未満が8 .2 ％、 ６ カ 月～１ 年未満が17 .4 ％、 １ 年以上～２ 年未満が24 .5 ％と なっ ており 、 着任し た所属校勤務

年数２ 年未満の教員が精神疾患によ る休職者数全体の50 .1％を占めている こ と も わかり まし た。

働き 方改革下でも 教師の精神疾患によ る 長期療養者が増え続けている 実態があり ますが、 その背景に 40 ～ 50 代のベテラ ン・

中堅層の減少で 20 ～ 30 代への負担過重と 支援減、 そし て、 新たな教育課題への取り 組みやコ ロ ナ禍など で職場に余裕が無く

なっ ている など の構造的な問題も 見えてき ています。 教師が健康に働き 充実し た生活を 送る こ と は教師個人にと っ ても ウェ ル

ビ ーイ ングを 実現し ていく う えで大切ですが、 社会的にも 重要な意義を 有し ています。 第一に、 教職員が心身共に健康で意欲的

に職務に取り 組むこ と は、 児童生徒にも 教育活動にも 良好な影響を 及ぼし 、 社会の重要なイ ン フ ラ スト ラ ク チャ ーである学校の

質的維持・ 向上に不可欠です。 第二に、 近年、 教師の長時間勤務やメ ン タ ル不調の増加など を 理由にし て、 若い優秀な人材が教

職を 忌避する 傾向が強まり 、教師不足などの一因にも なっ ています。 教職の魅力向上によ り 優秀な人材を 確保する う えでも 安全・

健康に働く こ と のでき る 学校の労働環境の改善は喫緊の課題です。 第三に、 病気休職者の増加は、 休職期間中の給与保障や代替

教員など、 財政的負担も 伴う 膨大な経済損失を生じ さ せます。 病気休職者１ 人の経済損失は、 本人給与の約３ 倍と いう 試算も あ

り ます。

こ う し た状況を 踏まえますと 、 教職員の定数改善や業務の削減・ 効率化などの業務見直し の取り 組みは当然重要である こ と に

変わり はあり ませんが、 独自の課題と し て労働安全衛生管理体制の整備・ 充実と その計画的な運用を 図り 、 それら 取り 組みの実

効性を 高めていく こ と が大切になっ ています。

本事例集は、 公立学校における 労働安全衛生管理体制の整備と 創意工夫し た運用を 行っ ている 自治体・ 学校の取り 組みを 紹介

する も のです。 全国の自治体・ 学校における 取り 組みの際に、 本事例集を 参考にし 、 活用し ていただければ幸いです。 なお、 本

事例集の作成に当たり 、 事例と し て掲載し た自治体・ 学校の関係者の方々にはご多忙な中ご協力を 頂き まし た。 こ こ に心よ り 感

謝を 申し 上げます。

学校教育活動全体の質の向上のために、 教師が心身と も に健康を 維持し て教育に携わる こ と ができ るよ う にする こ と が重要で

ある のは言を 俟ち ません。 し かし ながら 、 上述のと おり 、 公立学校の教職員に占める 精神疾患によ る 病気休職者数は、 令和３ 年

度は5,897 人と 過去最多と なっ ており 、 学校における 予防的な取り 組みや早期発見・ 早期対応が求めら れる と こ ろ です。 また、

休職者のう ち ２ 割程度の者が退職に至っ ており 、 その復職支援についても 大き な課題と なっ ています。

教師の精神疾患の原因と し ては、 児童生徒や保護者への対応、 職場の人間関係など様々なも のが考えら れますが、 教師が疲労

の蓄積や過度な心理的負担を理由に心身の健康を 損なう こ と のないよ う にする ためには、 長時間勤務の是正に留まら ず、 意欲と

使命感を持っ て教育活動に専念でき る、 適切な労働環境の確保が極めて重要です。

言う までも なく 、 労働者の安全と 健康の確保およ び快適な職場環境の形成の促進を 目的と する 労働安全衛生法（ 以下「 安衛法」

と いう 。）は学校にも 適用さ れる も のです。 教職員が健康で安全な職場環境のも と で職務を 遂行でき るよ う 、 学校における労働安

はじ めに （ 公立学校職場における安全衛生管理体制に関する研究チーム　 主査　 小川　 正人）

1576 1765

1950

2140

2794

2012

2302 2612 2563

2859

2057
2141

2229
2138

2437

2825 2854 2849

2611

2854

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(人) 精神疾患による1ケ月以上の長期病休者数(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1.11

1.25
1.38 1.43

1.04
1.19

1.35 1.22

0.99 1.04
1.08 1.12

0.88 0.89 0.88 0.84
0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

(%)
精神疾患による1カ月以上の長期病休者の在籍割合(休職者を含む

2140

2794

2563

2859

2138
2437

2611

2854

令和2年度 令和3年度

ケ月以上の長期病休者数(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1.11

1.25
1.38 1.43

1.87

1.04
1.19

1.35 1.22

1.36

0.99 1.04
1.08 1.12

1.27

0.88 0.89 0.88 0.84

0.92

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(%)
精神疾患による1カ月以上の長期病休者の在籍割合(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上1950

2140

2794

2612 2563

2859

2229
2138

2437

2849

2611

2854

令和元年度 令和2年度 令和3年度

ケ月以上の長期病休者数(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1.11

1.25
1.38 1.43

1.87

1.04
1.19

1.35 1.22

1.36

0.99 1.04
1.08 1.12

1.27

0.88 0.89 0.88 0.84

0.92

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(%)
精神疾患による1カ月以上の長期病休者の在籍割合(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1765

1950

2140

2794

2302 2612 2563

2859

2141
2229

2138
2437

2854 2849

2611

2854

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

精神疾患による1ケ月以上の長期病休者数(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1.11

1.25
1.38 1.43

1.87

1.04
1.19

1.35 1.22

1.36

0.99 1.04
1.08 1.12

1.27

0.88 0.89 0.88 0.84

0.92

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(%)
精神疾患による1カ月以上の長期病休者の在籍割合(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1765

1950

2140

2794

2302 2612 2563

2859

2141
2229

2138
2437

2825 2854 2849

2611

2854

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

精神疾患による1ケ月以上の長期病休者数(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1.11

1.25
1.38 1.43

1.87

1.04
1.19

1.35 1.22

1.36

0.99 1.04
1.08 1.12

1.27

0.88 0.89 0.88 0.84

0.92

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(%)
精神疾患による1カ月以上の長期病休者の在籍割合(休職者を含む)

20

30

40

50

1765

1950

2140

2794

2302 2612 2563

2859

2141
2229

2138
2437

2854 2849

2611

2854

年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

精神疾患による1ケ月以上の長期病休者数(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1.11

1.25
1.38 1.43

1.87

1.04
1.19

1.35 1.22

1.36

0.99 1.04
1.08 1.12

1.27

0.88 0.89 0.88 0.84

0.92

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(%)
精神疾患による1カ月以上の長期病休者の在籍割合(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1576 1765

1950

2140

2794

2012

2302 2612 2563

2859

2057
2141

2229
2138

2437

2825 2854 2849

2611

2854

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(人) 精神疾患による1ケ月以上の長期病休者数(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1.11

1.25
1.38

1.04
1.19

1.35

0.99 1.04
1.08

0.88 0.89 0.88
0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

平成29年度 平成30年度 令和元年度

(%)
精神疾患による1カ月以上の長期病休者の在籍割合

1576 1765

1950

2140

2794

2012

2302 2612 2563

2859

2057
2141

2229
2138

2437

2825 2854 2849

2611

2854

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(人) 精神疾患による1ケ月以上の長期病休者数(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1.11

1.25

1.04
1.19

0.99 1.04

0.88 0.89

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

平成29年度 平成30年度

(%)
精神疾患による1カ月以上の長期病休者の在籍割合

1576 1765

1950

2140

2794

2012

2302 2612 2563

2859

2057
2141

2229
2138

2437

2825 2854 2849

2611

2854

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(人) 精神疾患による1ケ月以上の長期病休者数(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

1.11

1.04
0.99

0.88

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

平成29年度

(%)
精神疾患による

1576 1765

1950

2140

2794

2012

2302 2612 2563

2859

2057
2141

2229
2138

2437

2825 2854 2849

2611

2854

1500

1700

1900

2100

2300

2500

2700

2900

3100

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

(人) 精神疾患による1ケ月以上の長期病休者数(休職者を含む)

20代
30代
40代
50代以上

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2
(%)

（ 出所： 文部科学省の各年度「 公立学校教職員の人事行政状況調査」から 著者作成）

学校の労働安全衛生管理体制の現況について （ 文部科学省 初等中等教育局 健康教育・ 食育課）
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全衛生管理体制を 整備する こ と は、 同法上の「 事業者」に当たる 学校設置者、 公立学校で言えば、 教育委員会の重要な責務です。

学校における 労働安全衛生管理体制については、 近年改善が見ら れる も のの、 文部科学省によ る 令和３ 年度調査の結果を みる

と 、 50 人未満の公立学校における 面接指導体制の整備率は特に低く 、 また、 小・ 中学校における産業医の選任率や衛生委員会の

設置率も 依然と し て低い水準に留まるなど、 対策が急務と なっ ています。 各教育委員会においては、 労働安全衛生管理体制の未

整備は安衛法などに違反するも のである こ と を強く 認識し 、 対策に万全を期する 必要があり ます。

また、 教職員数 50 人未満の学校には産業医の選任義務はないも のの、 平成31 年の中央教育審議会答申においては、 法令上の

義務が課さ れている学校に準じ た取り 組みの実施に努める べき と さ れています。 こ のこ と を踏まえ、 健康リ スク が高い教職員を

見逃すこ と のないよう 、 例えば、 教育委員会が産業医の資格を 持つ医師を選任し 、 教職員の健康管理を行わせるなどの工夫を す

る こ と が求めら れます。

さ ら に、 学校規模に関わら ず、 医師による面接指導は全ての学校で行う こ と が義務付けら れているこ と を踏まえ、 時間外・ 休日

労働時間が月80 時間超の教職員や高スト レ ス状態にある教職員などに対する面接指導体制を速やかに整備するこ と も 必要です。

また、スト レ スチェ ッ ク については、教職員数50 人以上の学校では、全教職員に対し て毎年１ 回実施する こ と が義務付けら れ、

教職員数50 人未満の学校では、 当分の間、 実施が努力義務と さ れていますが、 その重要性に鑑み、 文部科学省から はすべての

学校で適切に実施する こ と を求めています。 スト レ スチェ ッ ク は、 実施する こ と 自体が目的ではなく 、 その結果を 分析・ 活用し 、

教職員の健康管理や労働環境の改善につなげる点こ そが重要です。 教職員から の申出を 受けて産業医の面接指導につなげる こ と

はも と より 、 例えば、 地域ごと や学校ごと 、 学年ごと に集団分析を 行い、 どのよ う な勤務環境が教師にスト レ スを 与えている の

か分析し 、 高スト レ ス環境の改善に役立てる こ と も 有効な取り 組みと 言えます。

労働安全衛生管理においては、 形式的な体制整備に留まら ず、 真に教職員の健康管理に資する も のになる よ う 、 整備さ れた体

制が適切に機能するこ と が決定的に重要です。 文部科学省では、 各教育委員会において、 病気休職の原因分析や、 メ ン タ ルヘル

ス対策およ び労働安全衛生体制の活用などに関する モデル事業を実施するための予算を 令和５ 年度予算案に盛り 込んだと こ ろ で

あり 、 引き 続き 、 各教育委員会の取り 組みに対し て必要な支援を行っ てまいり ます。 各教育委員会においても 、 研修などを 通じ

て、 教職員自身が心身の健康保持の重要性やその方策などについて理解を深める と と も に、 労働安全衛生管理の要と なる衛生管

理者や衛生推進者などに対し 、 業務能力の向上を 図る 研修を 行う など、 労働安全衛生管理の一層の充実に努めら れる こ と を 期待

し ます。 そし て、 本事例集がそのよ う な取り 組みの一助と なる こ と を 願っ てやみません。

（ 出典： 令和３ 年度 公立学校等における労働安全衛生管理体制等に関する調査）
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